
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 年 5 月 12 日、労働政策審議会の労働政策基本部会が報告書を取りまとめました。この報告書は、

「加速する社会・経済の変化の中での労働政策の課題～生産性と働きがいのある多様な働き方に向けて～」

を大テーマとして、2022 年 2 月より 9 回にわたり、今後の労働政策の課題について、労働政策基本部会

委員・有識者のプレゼンや、企業のヒアリングを交えながら議論を深め、その成果について取りまとめたも

のです。報告書は「社会・経済の現状と課題」、「働き方の現状と課題」、「今後の労働政策の方向性」につい

てまとめたものです。 

労働政策の中長期的展望を示すもので、今後取りまとめた内容について労働政策審議会の関係分科会や部

会等で必要な施策が検討されることになります。 

少子高齢化が進む中、生産年齢人口が大きく減少することが見込まれ、女性や高齢者等をはじめ多様な人

材の活用が望まれています。また、産業構造においてサービス業を主とする就業構造は引き続き拡大される

と見込まれますが、特に AI や DX の発展により大きく就業内容が変化すると予想されています。いわゆる

ハードからソフトを中心とする「知」が重要なキーであると示されています。そこでこうした点から、社会

全体で職場における働き方に新たなキャリア形成が求められると同時に、そのための能力の取得のためにリ

スキリングが求められることが示されています。このため、国・企業は労働者がキャリア形成・リスキリン

グすることを支援すること、個々の労働者は目的意識的にこれらについて行動することが強調されています。 

 

本報告書の中の「働き方の現状と課題について」は(１)生産性の向上に向けた雇用管理についてと(２)人事

制度について報告がまとめられています。(１)は人材育成とデジタル技術への対応・リスキリングについて

述べられています。本あかつき News で度々取り上げてきたジョブ型人事については、(２)の人事制度につ

いての中でまとめられているますので、以下その点について報告します。 

 

ジョブ型人事(職務給制度)を新しく導入する動きがある現在、欧米ではブルーカラーを中心に使われてい

ますが、日本においてはホワイトカラーを中心とした職務と処遇の明確化といった観点からの導入の動きが

あります。「日本においてはジョブ型人事と呼ばれるような人事制度を導入している企業であっても、採用や

人事異動・配置については、いわゆる欧米のジョブ型雇用とは違い、①新卒採用の際には職務遂行能力では

なく潜在能力を重視し、採用後一定期間研修を行う、②本人の希望による公募制を行いつつも、最終的な人

事異動の権限は会社に残るなど、いわゆる「メンバーシップ型人事」と「ジョブ型人事」の間でバリエーシ

ョンのあるものが多かった」と指摘しています。いわゆる「ジョブ型人事」「メンバーシップ型人事」の日本

的なハイブリッド制度を主とした活用の方法となっているのが特徴です。このことについては 6 月 6 日に

政府が今進めようとしている新しい資本主義制度の確立に際して「新しい資本主義のグランドデザイン及び

実行計画 2023 改訂版案」の中で、年内に「職務給(ジョブ型人事)の日本企業の人材確保の上での目的、ジ

ョブの整理・括り方、これらに基づく人材の配置・育成・評価方法、ポスティング制度、リ・スキリングの

方法、従業員のパフォーマンス改善計画、賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係、休暇制度な

どについて、事例を整理し、個々の企業が制度の導入を行うために参考となるよう、多様なモデルを示す」

とされています。 

 

濱口労働政策研究・研修機構労働政策研究所長が指摘しているように、戦後職務給の導入を進めていたも

のの途中で頓挫してしまった経緯があります。今回は中途半端に終わることの無いよう、企業及び労働者に

とって働きやすい環境整備と矛盾なく日本型制度として定着することを期待しています。そのためには労使

間で十分な協議を経た上で導入を進めていくことが望まれます。 

 

6 月 
令和 5 年 

第 242 号 

〒100-0005 

千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN 館 17 階 

TEL:03-3213-0710 FAX:03-3213-0711 

http://www.akatsuki-sr.jp 

労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 

～ 変化する時代の多様な働き方に向けて ～ 



 

 

 

職業紹介時や労働者の募集時において、求職者等に対し、明示しなければならない以下の項目が追加され

る予定です。見直しの背景は、2024 年 4 月 1 日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加された

こと、さらに雇用・労働総合政策パッケージの中で、労働市場の強化・見える化を推進するためとされてお

ります。「2024 年 4 月 1 日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加」につきましては、5 月号

に詳しく載せておりますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

中部電力の男性社員が 2010 年に自殺したのは、過重な業務や上司によるパワハラに起因する労災に当

たるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁でありました。長谷川恭弘裁判長は労災と認めずに

請求を棄却した名古屋地裁の一審判決を取り消し、遺族補償一時金の不支給決定も取り消しました。 

原告は 2010 年に中部電力三重支店に勤務し同年１０月に自殺した鈴木陽介さん（当時 26）の母親。

労災と認めず遺族補償一時金を不支給とした津労働基準監督署の決定を不服として提訴していました。 

一審名古屋地裁判決は、吉田さん側が主張する上司から鈴木さんへの「お前なんか要らん」「そんなんも

できひんのに大卒なんか」といった暴言を裏付ける証拠はないと述べました。 

ですが高裁の長谷川恭弘裁判長は、鈴木さんの友人の証言から暴言はあったと認定。「業務指導の範囲を

逸脱し、人格や人間性を否定するものだ」と判断しました。 

 さらに、難易度の高い業務の進め方が分からなかった新入社員の鈴木さんに対し、上司は十分な説明や指

導をしなかったと指摘。心理的負荷が全体として強かったのは明らかで、精神障害の発病と自殺は業務に起

因すると結論付けました。 

判決によると、鈴木さんは 2010 年 4 月に入社、三重支店に配属され、精神障害を発病し同年 10 月に

自殺しました。吉田さんの母親が労災申請しましたが、津労働基準監督署は認定しませんでした。 

 

 

 

 

 

職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について 

【追加事項】 

①従事すべき業務の変更の範囲 

②就業の場所の変更の範囲 

③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間又は更新回数の上限を含む） 

中電社員の自殺、労災認める ～名古屋高裁で逆転勝訴～ 



 

 

 

 

6 月 1 日に首相官邸において開催された「第 5 回 こども未来戦略会議」において、議長である岸田首

相は次のようにコメントしています。 

●次元の異なる少子化対策としては、「若い世代の所得を増やす」「社会全体の構造・意識を変える」「すべ

てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する」この 3 つを基本理念として政策を強化する。 

●少子化対策の財源は、まずは徹底した歳出改革等によって確保することを原則とする。 

既定予算を最大限活用することで実質的に追加負担を生じさせないことを目指す。 

●経済成長の実現に取り組みつつ、歳出改革等を複数年にわたって積み上げていくことで安定財源を確保し

ていくが、2030 年の節目までに、前倒しで速やかに実施する。 

 

上記少子化対策において取り上げられた「こども未来戦略方針」（案）として様々な施策が発表されてい

ます。主なものとしては、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「次元の異なる少子化対策」の財源を巡

っての議論も本格化しています。その財源の枠組

みとして、「支援金制度」（仮称）を構築し、

2028 年度までに安定財源を確保する方針が発表

されました。社会保険料を引き上げて財源とする

ものです。 

それまでのつなぎとして、国債の一種である

「こども特例公債」（仮称）を 2 年程度にわたっ

て発行するという方針も固まりました。 

社会保険料の引き上げに関しては経済界からの

反対意見も多く、消費税の増税の議論も避けられ

ないと言われています。一方で岸田首相は「消費

税の引き上げは考えていない」と強調していて、

見通しは暗中模索の様相を呈しています。 

 

 

 

 

少子化対策で「こども特例公債」発行へ…財源確保までの穴埋め 

●児童手当の拡充（2024 年度中） 

  所得制限を撤廃し、高校卒業までの支給期間延長、第 3 子以降 3 万円に増額 

●年収の壁への対応（本年度中） 

  年収 106 万円を超えても手取り収入が逆転しないよう、企業への支援を行う。 

●男性育休の取得促進（2025 年度） 

  出生時育休を念頭に給付率を 8 割程度（手取りで 10 割相当）へ引き上げる。 

●雇用のセーフティネットの構築（2028 年度までに） 

  週 20 時間未満の労働者への雇用保険の適用拡大。 
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厚生労働省保険局保険課事務連絡（2022 年 8 月 9 日）により、全保険者統一的なものとして臨時的な

取り扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止され、

2023 年 5 月 8 日から感染症法の 5 類感染症に位置付けられたことを踏まえて、当該臨時的な取り扱いを

終了することとされました。 

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な扱いとして、療養担当者意見欄の証明

の添付を不要としておりましたが、申請期間（療養のため休んだ期間）の初日が 2023 年 5 月 8 日以降の

傷病手当金の支給申請については、他の傷病と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に、医師

の証明が必要となります。 

 また、全国健康保険協会および各健康保険組合で、申請書の様式や申請方法が変更となっておりますの

で、協会・各組合の HP 等をご覧いただき、2023 年 5 月 7 日以前の申請、2023 年 5 月 8 日以降の申

請についてのお知らせをご確認ください。 

 ご不明な点や詳細については、担当者までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定基礎届提出の時期が近づいて参りました。適用拡大の短時間労働者を含めて、7 月 1 日現在のすべ

ての被保険者の標準報酬月額の届出が必要になります。但し、以下の方は定時決定（算定基礎届）の対象外

です。 

①6 月 1 日以降に資格取得した方 

②7 月改定の月額変更届を提出する方 

③8 月または 9 月に随時改定が予定されている方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ご不明な点や詳細は、  
担当者まで 

お問い合わせください。 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について 

算定基礎届の提出について 

最近の年金事務所等の調査傾向では、下記のような指摘をされることが多いようです。 

・算定基礎届、月額変更届が正しく届出されているか 

・賞与支払届が正しく届出されているか 

※年末年始手当、期末手当、繁忙手当など賞与性のもので年に 3 回以下支給されるもの 

・資格取得時の標準報酬月額が正しく届出されているか（残業見込や各手当を含めて届出ているか） 

※年金事務所から調査依頼があった場合は、担当者へご相談ください。 


